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令和４年度第１回滋賀県総合教育会議の結果について 

 

１．会議概要                                   

 

日 時：令和４年５月 11 日(水)15:00～17:00 

場 所：県庁東館７階大会議室（一部出席者はオンライン会議システムを活用） 

出席者：三日月知事、中條副知事、福永教育長、岡崎委員、窪田委員、石井委員 

    ゲスト：滋賀県スクールソーシャルワークスーパーバイザー 北居 理恵 

議 題(１)次期｢滋賀の教育大綱｣策定の進め方について 

   (２)困難な環境にある子どもたちの学びへの支援について 

 

 

 

  

 

 

 

 

２．会議進行                                       

 

議題(１)  

 次期「滋賀の教育大綱」策定の進め方に関して、スケジュールや枠組等について協議を

行った。 

 

議題(２)  

 事務局からの現状に関する説明や、ゲストからの現場の取組に関する発表を踏まえ、困

難な環境にある子どもたちに対する支援や、教育と福祉の連携のあり方について意見交

換を行った。 

  ゲスト発表骨子 

・福祉的な課題のある家庭への支援の実際 

臨時休業等の状況に応じた子どもへの支援の取組 

子ども食堂の取組 

不登校の状態にある子どもへの支援の取組 
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３．開催結果                                    

 

議題(１)の協議結果  

 本年度から次期教育大綱の策定に着手し、令和５年 12 月を策定の目途とすることや、

本年度および来年度の総合教育会議各回において次期大綱に関して協議すること、教

育大綱を教育振興基本計画と一体的に策定すること、計画期間を５年とすること等に

ついて、共通理解が図られた。 

 

議題(２)における主な意見等  

 （１）教育と福祉、各主体における取組について 

①民間団体は子どもたちを支える社会資源であり、その力を活用するために連携して

いくことが重要。教育と福祉の様々な機関をつなぎ、活動の環境を整えることが重

要。（知事、委員、ゲスト） 

 

②学校によって、子どもたちへの対応に温度差がある。子どもたちの多様性を認める

ことが大切であり、教職員の意識改革を通じて、県内で共通理解を図る必要がある。

（教育長、ゲスト） 

 

③学校に来ることができない子どもたちに介入できていない状況があり、教員に支援

したい思いはあっても、学校での職務に追われ、家庭訪問ができない。対応する人

材の配置であるとか、教員が余裕を持って子どもと向き合える環境の整備が求めら

れる。（中條副知事､教育長､ゲスト） 

 

④企業は、様々な国の人々を雇用しており、その子どもたちの教育について、どのよ

うな立ち位置から貢献できるのか、熟考が必要。人材確保の要請から多国籍化する

地域にあって、子どもたちの学びを保障していくことは重要である。（知事、委員） 

 

⑤支援したい思いを持つ人が活動しやすくなる仕組みづくりが重要。活動のネックに

なる課題を把握して、解決を図る必要がある。（教育長､ゲスト） 

 

（２）困難な環境にある子どもたちへの支援のあり方について 

①国際的に、日本の子どもの精神的な幸福度や満足度は、身体的な健康と比較して相

対的に低い。子どもたちが一番求めているのは、大人の笑顔と、話を聞いてくれる

場である。ご飯や遊び道具以上に、笑顔で優しく接する大人の対応が重要である。

（委員､ゲスト) 

 

②教員が笑顔で子どもたちに接することができる学校現場づくりが大切。一人ひとり

を大事にする視点や、子どもたちの学びを大人の笑顔で包み込んでいける環境づく

りが望まれる。（知事､教育長)  
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③いろいろな国籍の方々と共に学び、子どもの学びを中心に据えた地域が、選ばれる

地域になり、多文化共生、異文化交流や一人ひとりのウェルビーイングの実現につ

ながる。（知事） 

 

④子どもたちは、ヤングケアラーであると言い出しづらい。アンケートや一人一台端

末の活用を工夫するなどして、プッシュ型でＳＯＳを拾う機会を設けることが望ま

れる。（教育長､ゲスト） 

 

⑤支援の現場では、必要性の高い方を対象とする場合に取組がなかなか「広がらない」

問題や、対象を緩やかにした場合に取組が必要な方に「届かない」問題が指摘され

ているが、問題を克服し、子どもたちの学びや生きていくことに対してしっかりサ

ポートすべきである。(知事)  

  

 （３）まとめ 

 〇「困難な環境にある子どもたちの学びへの支援について」という言葉を、次のとお

り三つに分けて取り組みたい。 

・不登校やヤングケアラー等の「困難な環境」の実態を深堀りすること。 

・「子どもたちの学び」を充実させ、笑顔につなげるため取り組むこと。 

・「支援」に対して思いを持っている人が取り組みやすい環境や仕組みを研究する

こと。(知事) 

  

 



困難な環境にある子どもたちの現状

第１回総合教育会議
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１. 虐待・貧困
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(1)虐待相談件数（滋賀県）

(2)虐待種別（滋賀県）

健康医療福祉部子ども・青少年局作成資料

前年度比328 件の増

最も多い
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(3)年齢別（滋賀県）

健康医療福祉部子ども・青少年局作成資料

小学生が最も多い
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(4)主な虐待者の内訳と新規・継続別割合（滋賀県）

健康医療福祉部子ども・青少年局作成資料

実母が最も多い

新規・継続共に増加
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(5)子どもの貧困率など

約７人に１人は貧困状態

ひとり親家庭の世帯数は増加

(全国)

(滋賀県)
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ヤングケアラー

〇令和２年度に、厚生労働省がヤングケアラーの実態把握のための調査を実施。

【全国の市町村の要保護児童対策地域協議会を対象とした調査結果】
「ヤングケアラー」という概念を
「認識している」が76.5％
「昨年度までは認識していなかったが、認識するようになった」が16.8％、
「認識していない」が6.6％

【中学生や高校生に対してのアンケート結果】
→「世話をしている家族がいる」と回答

中学生が5.7％（約17 人に１人）
高校生が4.1％（約24 人に１人）
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２. 日本語指導が必要な
外国人児童生徒等
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(1)外国人人口の推移

(2)日本語指導が必要な
外国人児童生徒（等）の在籍数の変化

幼小中教育課・高校教育課データより加工

増加傾向にある

(滋賀県)

(滋賀県)

増加傾向にある
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(3)日本語指導が必要な児童生徒数の言語別割合

幼小中教育課・高校教育課データより加工

(滋賀県)

10



３. 不登校
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全国の小・中学校における不登校の状況について

平成28年12月教育の機会確保法制定
（平成29年2月施行）

（文部科学省）
令和２年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の
諸課題に関する調査結果の概要
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全国の高等学校における不登校の状況について

（文部科学省）
令和２年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の
諸課題に関する調査結果の概要 13



不登校児童生徒数の推移

生徒指導・いじめ対策支援室作成 14
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小中学生における関係機関連携
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